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第５章 個人情報の保護 

1. 基本的な考え方 

特定健診・特定保健指導の結果についてのデータの取扱については、個人情報保護に

関する法律及びこれに基づくガイドライン等を踏まえて対応します。また、レセプトデ

ータを含む医療情報についても、関係法令やガイドラインに基づき、個人情報の保護に

十分に配慮して取扱います。 

2. 個人情報の取扱及び守秘義務規定の遵守 

本市における個人情報管理については、「羽村市個人情報保護条例」、その他個人情報の

保護に関する法令等に基づいて行います。 

第６章 計画の見直し 

最終年度に全体評価を行い、その評価に基づき本計画をより実行性の高いものにするた

め、本計画の見直しを行います。見直された内容は、次期計画に反映し、より効果的な事

業が行えるようにします。 

また、国保制度改革などにより本計画の見直しを要する場合は、適宜行うこととします。 

第７章 計画の公表・周知 

本計画は、市公式サイトで公表し、羽村市の国保被保険者に対しては広報誌等の広報媒

体により周知します。 

第８章 事業運営上の留意事項 

本計画の各事業の目標を達成するため、各事業を担当する関係部署、関係団体と連携を

図り、それぞれが持つ課題を共有し各事業を運営していきます。 

事業担当者は、常に最新の情報を収集するとともに研修等への参加により事業の質の向

上を図ります。 
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補足事項 

（１） 用語の説明 

用語 説明 

ジェネリック医薬品 

（後発医薬品） 

医薬品の有効成分そのものに対する特許である物質特許が切れた医薬品を他の製

薬会社が製造・供給する医薬品のことです。開発費が大幅に削減できるため、新薬と

同じ有効成分・同等の効き目でありながら、薬の価格を低く抑えることができます。 

国保データベース

（KDB）システム 

国保データベース（KDB）システムは国保連合会が保険者の委託を受けて行う各

種制度の審査支払業務及び保険者事務共同電算業務を通じて管理する「特定健康診

査・特定保健指導」、「医療（後期高齢者医療含む）」、「介護保険」等に係る情報を利

活用し、統計情報等を保険者向けに情報提供することで、保険者の効率的かつ効果的

な保健事業の実務をサポートすることを目的として構築されたシステムです。 

診療報酬明細書 

（レセプト） 

保険医療機関等が被保険者の診療を行ったときの医療費をその患者の所属する保

険者に対して請求する診療報酬請求書に添付する書類です。患者ごとに毎月一枚作成

し、各月に実際に行った診療内容と個々の診療行為に要した費用の額を記入するもの

で、診療内容の明細を示すために作成されます。 

特定健康診査 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査のことです。

40 歳から 74 歳が対象で、糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病を早期発見し、

重症化を防ぐことを目的とします。 

特定保健指導 特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して、保健師や管

理栄養士等が対象者一人ひとりの身体状況に合わせた生活習慣を見直すためのサポ

ートをすることです。リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。

（よりリスクが高い方が積極的支援となります。） 

メタボリック 

シンドローム 

内臓脂肪蓄積に加えて、血糖や脂質（HDLコレステロールと中性脂肪）・血圧が一

定以上の値を示している場合をいいます。内臓脂肪の蓄積により，動脈硬化が進行し

やすく，心筋梗塞や脳卒中を発症しやすくなります。 
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（２） 疾病大分類別の代表的な疾病名 

疾病大分類名 代表的な疾病名 

感染症および寄生虫症 
ヘルペスウイルス/カンピロバクター腸炎/水痘/麻疹/風疹/ 

B型、C 型肝炎/HIV/結核/蟯虫症（ぎょうちゅうしょう） 

新生物 
肺がん/胃がん/大腸がん（直腸がん、結腸がん）/食道がん 

/肝がん/乳がん/子宮頸がん/前立腺がん 

血液および造血器の疾患ならびに免疫機

構の障害 
鉄欠乏性貧血/播種性血管内凝固症候群/脾疾患/免疫不全症 

内分泌，栄養および代謝疾患 
脂質異常症/甲状腺障害/糖尿病/栄養失調症（たんぱく質、エネルギ

ー欠乏）/栄養欠乏症（ビタミン欠乏） 

精神および行動の障害 
認知症/アルコール中毒/麻薬中毒/統合失調症/気分障害（躁病、うつ

病）/摂食障害/知的障害 

神経系の疾患 片頭痛/てんかん/睡眠障害/脳性麻痺/パーキンソン病 

眼および付属器の疾患 結膜炎/角膜炎/涙腺炎/白内障/緑内障/斜視/遠視/近視/乱視/失明 

耳および乳様突起の疾患 外耳炎/中耳炎/耳管閉塞/耳鳴/難聴 

循環器系の疾患 
狭心症/心筋梗塞/肺塞栓症/心筋症/心不全/くも膜下出血/脳梗塞/脳

卒中/アテローム硬化/動脈瘤 

呼吸器系の疾患 扁桃炎/鼻炎/喘息/肺炎/気管支炎/肺水腫/呼吸不全 

消化器系の疾患 
歯周疾患（う蝕、歯肉炎）/唾液腺疾患/舌炎/胃食道逆流症/肝疾患/

胆石症/膵炎/潰瘍性大腸炎/ヘルニア/便秘、下痢 

皮膚および皮下組織の疾患 
リンパ節炎/アトピー性皮膚炎/蕁麻疹/日焼け/爪の障害/円形脱毛症

/多毛症/色素異常症 

筋骨格系および結合組織の疾患 関節リウマチ/痛風/筋炎/骨粗しょう症 

尿路性器系の疾患 
腎不全/膀胱炎/ネフローゼ症候群/前立腺肥大症/乳房の障害/子宮内

膜症/無月経 

妊娠，分娩および産じょく 流産/早産/子癇/妊娠早期の出血/過度の妊娠嘔吐 

周産期に発生した病態 胎児発育遅延/先天性ウイルス疾患/新生児嘔吐 

先天奇形，変形および染色体異常 無脳症/二分脊椎/多指症/ダウン症候群/ターナー症候群 

症状，徴候および異常臨床所見・異常検査

所見で他に分類されないもの 

心拍の異常/気道からの出血/咳/腹痛/胸焼け/嚥下障害/ 

歩行及び移動の異常/味覚障害/頭痛/乳幼児突然死症候群 

損傷，中毒およびその他の外因の影響 
頭蓋骨及び顔面骨の骨折/脳神経損傷/体幹の熱傷及び腐食/表在性凍

傷/全身性抗生物質による中毒/放射線の作用 

健康状態に影響をおよぼす要因および保

健サービスの利用 

教育施設に入学のための検査/運転免許のための検査/新生物の特殊

スクリーニング検査/職場健診/正常妊娠の管理 

未分類 重症急性呼吸器症候群（SARS）/MRSA陽炎 
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（３） 有所見（リスク）判定基準値 

判定項目名 判定基準値 

腹囲 男性：85cm 以上 女性：90cm 以上 

ＢＭＩ 25 以上 

収縮期血圧 130mmHg 以上 

拡張期血圧 85mmHg 以上 

中性脂肪 150mg/dL 以上 

ＨＤＬコレステロール 40mg/dL 未満 

ＬＤＬコレステロール 120mg/dL 以上 

空腹時血糖 100mg/dL 以上 

ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 5.6% 以上 

血圧高値判定 
収縮期血圧 130mmHg 以上 

又は 拡張期血圧 85mmHg 以上 

血糖高値判定 
HbA1c(NGSP) 5.6% 以上 

又は 空腹時血糖 100mg/dL以上 

脂質異常判定 

中性脂肪 150mg/dL 以上 

 又は LDLコレステロール 120mg/dL以上 

 又は HDL コレステロール  40mg/dL 未満 

特定保健指導判定 次頁の図「特定保健指導判定基準」を参照 

メタボリックシンドローム判定 次頁の図「メタボリックシンドローム判定基準」を参照 
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（４） 特定保健指導判定基準 

 

（５） メタボリックシンドローム判定基準 
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